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（公印省略）

雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り

扱うに当たっての留意事項について（通知）

雇用管理分野における個人情報のうち労働者の健康に関する情

報（以下「健康情報j という。）の取扱いについては、 「雇用管理

に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ず

べき措置に関する指針（平成 16年厚生労働省告示第 259号） Jにつ

いて事業者が留意すべき事項を、 「雇用管理に関する個人情報の

うち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について j （平成

16年 10月初日付け基発第 1029009号。以下「旧留意事項通達J

という。）により示し、その周知を図ってきたところです。

今般、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正

する法律（平成 27年法律第 65号。以下「改正個人情報保護法等 j

という。）及び個人情報の保護に関する法律についてのガイドラ

イン（通則編）（平成 28年 11月個人情報保護委員会。別添 1。）

が全面施行・適用されることに伴い、雇用管理分野において取り

扱われている健康情報については、 i日留意事項通達における規律

水準と比較して変更はなく、引き続き事業者において適切に取り

扱われるよう、別添 2のとおり「雇用管理分野におけるに個人情

報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」 （以下「新

留意事項通達J という。）を定め、改正個人情報保護法等の施行

日である平成 29年 5月 30日より適用することとしました。
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これに基づき、労働者の健康情報の取扱いが適正に行われるよう、傘下の団

体、会員事業場等の関係者に対する周知方ご協力をお願いいたします。

また、新留意事項通達の適用に伴い、『雇用管理に関する個人情報の敢扱いに

関する「個人情報の保護に関する法律」、「雇用管理に関する個人情報の適正な

取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針j等の施行に伴う

業務取扱について』（平成 17年 8月22日付け地発第0822001号、基発第0822009

号、職発第 0822001号、雇児発第 0822004号、政発第 0822006号）及び旧留意

事項通達は平成 29年 5月 29日をもって廃止することとします。
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個人情報保護法ガイドライン（通則編）

個人情報の保護に関する；律についてのガイドライン
（通則編）

平成 28年 11月

（平成 29年3月一部改正）
個人情報保護委員会
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個人情報保護法ガイドライン（通則編）
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「法」

「政令」

「規則」

「改正法」

個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第57号）

個人情報の保護に関する法律施行令（平成 15年政令第507号）

個人情報の保護に関する法律施行規則（平成28年個人情報保護委員会規

則第3号）

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律（平成 27年法
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個人情報保護法ガイドライン（通則編）

目的及び適用対象

ト1 目的

本ガイドラインは、事業者が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援す

ること、及び当該支援により事業者が講ずる措置が適切かつ有効に実施されることを目的

として、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号。以下「法」という。）第 4

条、第 8条及び第 60条に基づき具体的な指針として定めるものである。

なお、法の規定のうち、第 24条（外国にある第三者への提供の制限）、第 25条（第三者

提供に係る記録の作成等）及び第 26条（第三者提供を受ける際の確認等）、並びに第 4章

第2節（匿名加工情報取扱事業者等の義務）（法第 2条第 9項及び同第 10項に定める「覆

名加工情報」及び「匿名加工情報取扱事業者」の定義に関する内容を含む。）に関する内容

については、各々について分かりやすく一体的に示す観点から、別途「個人情報の保護に

関する法律についてのガイドライン（外国にある第三者への提供編）」（平成28年個人情報

保護委員会告示第 7号）、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（第三者

提供時の確認・記録義務編）」（平成28年個人情報保護委員会告示第8号）及び「個人情報

の保護に関する法律についてのガイドライン（匿名加工情報編）J （平成28年個人情報保護

委員会告示第9号）においてそれぞれ定めている。

本ガイドラインの中で、「しなければならない」及び「しではならない」と記述している

事項については、これらに従わなかった場合、法違反と判断される可能性がある。

一方、「努めなければならない」、「望ましいJ等と記述している事項については、これら

に従わなかったことをもって直ちに法違反と判断されることはないが（5（「勧告j、「命令ム

「緊急命令J等についての考え方）参照）、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎

重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければな

らない。Jとする法の基本理念（法第3条）を踏まえ、事業者の特性や規模に応じ可能な限

り対応することが望まれるものである。もっとも、法の目的（法第 1条）の趣旨に照らし

て、公益上必要な活動や正当な事業活動等までも制限するものではない。

本ガイドラインにおいて記述した具体例は、事業者の理解を助けることを目的として典

型的なものを示したものであり、全ての事案を網羅したものでなく、記述した内容に限定

する趣旨で記述したものでもない。また、記述した具体例においても、個別ケースによっ

ては別途考患すべき要素もあり得るので注意を要する。

なお、認定個人情報保護団体（※）が個人情報保護指針を作成文は変更し、また、事業

者団体等が事業の実態及び特性を踏まえ、当該事業者団体等の会員企業等を対象とした自

主的ルール（事業者団体ガイドライン等）を作成文は変更することもあり得るが、その場

合は、認定個人情報保護団体の対象事業者や事業者団体等の会員企業等は、個人情報の取

扱いに当たり、法及び本ガイドラインに加えて、当該指針文はルールに沿った対応を行う

必要がある。特に、認定個人情報保護団体においては、法改正により、認定個人情報保護

団体が対象事業者に対し個人情報保護指針を道守させるために必要な措置をとらなければ

1 
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個人情報保護法ガイドライン（通則編）

2 前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、個人情報保護委員

会に申請しなければならない。

3 個人情報保護委員会は、第 1項の認定をしたときは、その旨を公示しなければなら

ない。

法第53条（第4項）

4 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針が公表されたときは、

対象事業者に対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他

の措置をとらなければならない。

遺筆盟主主
委員会は、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経

済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性

に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図

ること（個人番号利用事務等実施者（行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号利用法Jという。）第

12条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。）に対する指導及び助言その他の措

置を講ずることを含む。）を任務とする。

1-2 適用対象

本ガイドラインは、事業者の業種’規模等を間わず、法の適用対象である個人情報取扱

事業者文は匿名加工情報取扱事業者（以下「個人情報取扱事業者等」という。）に該当する

事業者に適用される。

3 
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個人情報保護法ガイドライン（通則編）

（※1)法は、「個人情報J、「個人データ」（2-6（個人データ）参照）、「保有個人デー

タ」（2-7（保有個人データ）参照）、「要国慮個人情報J(2-3 （要記患個人情報）

参照）、「匿名加工情報」（2-8（匿名加工情報）参照）等の語を使い分けており、

個人情報取扱事業者等に課される義務はそれぞれ異なるので、注意を要する。

（※2）死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある

場合には、当該生存する個人に関する情報に該当する。

（※3）法人その他の団体は「｛固人」に該当しないため、法人等の団体そのものに関

する情報は「個人情報」に該当しない（ただし、役員、従業員等に関する情報は

個人情報に該当する。）。なお、「個人jは日本国民に限らず、外国人も含まれる。

（※4）「他の情報と容易に照合することができJるとは、事業者の実態に即して値々

の事例ごとに判断されるべきであるが、通常の業務における一般的な方法で、他

の情報と容易に照合することができる状態をいい、例えば、他の事業者への照会

を要する場合等であって照合が困難な状態は、一般に、容易に照合することがで

きない状態であると解される。

（※5）個人識別符号については、 2-2（個人識別符号）を参照のこと。

2-2 個人識別符号（法第2条第2項関係）

法第2条（第2項）

2 この法律において「個人識別符号j とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番

号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。

(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文

字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができる

もの

(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り

当てられ、文は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁

的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若

しくは購入者文は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、

又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又

は発行を受ける者を識別することができるもの

政令第 1条

個人情報の保護に関する法律（以下「法Jという。）第2条第2項の政令で定める文

字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文

字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとし

て個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの

イ 細胞から採取されたヂオキシリボ核酸（別名 DNA）を構成する塩基の配列

ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によ

って定まる容貌

ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

5 

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



個人情報保護法ガイドライン（通則編）

(4) 船員保険法施行規則第41条第 1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(5) 出入国管理及び難民認定法（昭和 26年政令第319号）第2条第5号に規定する

旅券（巨本国政府の発行したものを除く。）の番号

(6) 出入国管理及び難民認定法第 19条の4第 1項第5号の在留カードの番号

(7) 私立学校教職員共済法施行規則（昭和 28年文部省令第 28号）第 1条の 7の加

入者証の加入者番号

(8) 私立学校教職員共済法施行規則第 3条第 1項の加入者被扶養者証の加入者番号

(9) 私立学校教職員共済法施行規則第 3条の 2第 1項の高齢受給者証の加入者番号

(1 O) 国民健康保険法施行規則（昭和 33年厚生省令第 53号）第 7条の 4第 1項に規

定する高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号

(11) 国家公務員共済組合法施行規則（昭和 33年大蔵省令第54号）第 89条の組合員

証の記号、番号及び保険者番号

(12) 国家公務員共済組合法施行規則第 95条第 1項の組合員被扶養者証の記号、番号

及び保険者番号

(13) 臣家公務員共済組合法施行規則第95条の 2第 1l賓の高齢受給者証の記号、番号

及び保険者番号

(14) 国家公務員共済組合法施行規則第 127条の 2第 1項の船員組合員証及び船員組

合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(15) 地方公務員等共済組合法規程（昭和 37年総理府・文部省罵自治省令第 1号）第

93条第2項の組合員証の記号、番号及び保険者番号

(16) 地方公務員等共済組合法規程第 100条第 1項の組合員被扶養者証の記号、番号

及び保険者番号

(17) 地方公務員等共済組合法規程第 100条の 2第 1項の高齢受給者証の記号、番号

及び保険者番号

(18) 地方公務員等共済組合法規程第 176条第 2項の船員組合員証及び船員組合員被

扶養者証の記号、番号及び保険者番号

(19) 雇用保険法施行規則（昭和 50年労働省令第 3号）第 10条第 1項の雇用保険被

保険者証の被保険者番号

(20) E本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する

特例法（平成3年法律第71号）第8条第 1項第3号の特別永住者証明書の番号

「個人識別符号Jとは、当該情報単体から特定の個人を識別できるものとして個人情報

の保護に関する法律施行令（平成 15年政令第 507号。以下「政令」という。）に定められ

た文字、番号、記号その他の符号をいい、これに該当するものが含まれる情報は個人情報

となる（2-1 （個人情報）参照）（※）。

具体的な内容は、政令第 1条及び個人情報の保護に関する法律施行規則（平成 28年個人

情報保護委員会規則第3号。以下「規則」という。）第2条から第4条までに定めるとおり

である。

政令第 1条第 1号においては、同号イからトまでに掲げる身体の特徴のいず、れかを電子

計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号のうち、「特定の個人を

識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの」が個

人識別符号に該当するとされている。当該基準は規則第 2条において定められているとこ

ろ、この基準に適合し、個人識別符号に該当することとなるものは次のとおりである。

7 

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



個人情報保護法ガイドライン（通則編）

人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を認証することが

できるようにしたもの

チ組合せ

政令第 1条第 1号イからトまでに掲げるものから抽出した特徴情報を、組み合わ

せ、本人を認証することを目的とした装置やソフトウエアにより、本人を認証する

ことができるようにしたもの

（※）「その利用者若しくは購入者文は発行を受ける者ごとに異なるものとなるよ

うに」（法第2条第2項第2号）とは、文字、番号、記号その他の符号が利用

者等によって異なるようにすることをいう。

2-3 要配慮個人情報（法第2条第3項関係）

法第2条（第3項）

3 この法律において「要配慮個人情報j とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、

犯罪の経産、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他

の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記

述等が含まれる恒人情報をいう。

政令第2条

法第 2条第 3項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする

記述等（本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。）とする。

(1) 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の個人情報保護委員

会規則で定める心身の機能の樟害があること。

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者（次号において「医

師等j という。）により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他

の検査（問号において「健康診断等」という。）の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、

本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤

が行われたこと。

(4) 本人を被疑者文は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その

他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法（昭和23年法律第 168号）第3条第 1項に規定する少年文はその

疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事

件に関する手続が行われたこと。

規則第5条

令第2条第 1号の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害は、次に掲げ

る障害とする。

(1) 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第283号）別表に掲げる身体上の障害

(2) 知的嘩害者福祉法（昭和 35年法律第37号）にいう知的障害
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(7)身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の個人情報保護委員会

規則で定める心身の機能の障害があること（政令第2条第 1号関係）

次の①から④までに掲げる情報をいう。この他、当該障害があること文は過去に

あったことを特定させる慣報（例：揮害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成 17年法律第 123号）に基づく障害福祉サービスを受けている

こと又は過去に受けていたこと）も該当する。

①「身体障害者福祉法（昭和24年法律第 283号）別表に掲げる身体上の障害」が

あることを特定させる情報

・医師又は身体障害者更生相談所により、別表に掲げる身体上の障害があるこ

とを診断又は判定されたこと（別表上の障害の名称や程度に関する情報を含む。）

・都道府県知事、指定都市の長文は中核市の長から身体障害者手帳の交付を受

け並びに所持していること又は過去に所持していたこと（別表上の障害の名称

や程度に関する情報を含む。）

・本人の外見上明らかに別表に掲げる身体上の障害があること

②「知的障害者福祉法（昭和 35年法律第 37号）にいう知的障害jがあることを

特定させる情報

”医師、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センタ一、障害者

職業センターにより、知的障害があると診断文は判定されたこと（障害の程度

に関する情報を含む。）

園都道府県知事又は指定都市の長から療育手帳の交付を受け並びに所持してい

ること又は過去に所持していたこと（障害の程度に関する情報を含む。）

③「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第 123号）にいう

精神障害（発達樟害者支援法（平成 16年法律第 167号）第2条第2項に規定す

る発達障害を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害を除く。）」があることを

特定させる情報

・医師文は精神保健楕祉センターにより精神障害や発達障害があると診断文は

判定されたこと（障害の程度に関する情報を含む。）

－都道府県知事文は指定都市の長から精神障害者保健福祉手帳の交付を受け並

びに所持していること又は過去に所持していたこと（障害の程度に関する情報

を含む。）

④「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の巨常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 4条第 1項の政令で定めるも

のによる障害の程度が問項の厚生労働大臣が定める程度であるもの」があるこ

とを特定させる情報

・医師により、厚生労働大臣が定める特殊の疾病による障害により継続的に日

常生活又は社会生活に相当な制限を受けていると診断されたこと（疾病の名称

や程度に関する情報を含む。）

(8）本人に対して産師その他医療に関連する職務に従事する者（次号において「医師等」

という。）により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査

（同号において「健康診断等Jという。）の結果（政令第2条第2号関係）（※）

疾病の予防や早期発見を目的として行われた健康診査、健康診断、特定健康診査、

健康測定、ストレスチェック、遺伝子検査（診療の過程で行われたものを除く。）等、
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関係）

本人を被疑者文は被告人として刑事事件に関する手続が行われたという事実が該

当する。他人を被疑者とする犯罪捜査のために取調べを受けた事実や、証人として

尋問を受けた事実に関する情報は、本人を被疑者文は被告人としていないことから、

これには該当しない。

(11)本人を少年法（昭和 23年法律第 168号）第 3条第 1項に規定する少年又はその疑

いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に

関する手続が行われたこと（政令第2条第5号関係）

本人を非行少年文はその疑いのある者として、保護処分等の少年の保護事件に関

する手続が行われたという事実が該当する。

（※）遺伝子検査により判明する情報の中には、差別、偏見につながり得るもの（例：

将来発症し得る可能性のある病気、治療薬の選択に関する情報等）が含まれ得る

が、当該情報は、「本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者に

より行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査の結果J

（政令第2条第2号隈係）又は「健康診断等の結果に基づき、文は疾病、負傷そ

の他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善の

ための指導又は診療若しくは調剤が行われたことJ（政令第2条第3号関係）に

該当し得る。

2-4 個人情報データベース等（法第2条第4項関係）

法第2条（第4項）

4 この法律において「恒人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物

であって、次に掲げるもの（利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少な

いものとして政令で定めるものを除く。）をいう。

(1) 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構

成したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるよう

に体系的に構成したものとして政令で定めるもの

政令第3条

1 法第 2条第 4項の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものと

して政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、か

つ、その発行が法文は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。

(2) 不特定かっ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものである

こと。

(3) 生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供している

ものであること。
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用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 国の機関

(2) 地方公共団体

(3) 独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平

成 15年法律第59号）第2条第 1項に規定する独立行政法人等をいう。以下閉じ。）

(4) 地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成 15年法律第 118号）第2条第 1

項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）

「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者のう

ち、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平

成15年法律第59号）で定める独立行政法人等及び地方独立行政法人法（平成 15年法律第

118号）で定める地方独立行政法人を除いた者をいう。

ここでいう「事業の用に供しているJの「事業Jとは、一定の目的をもって反復継続し

て遂行される同種の行為であって、かつ社会通念上事業と認められるものをいい、営利・

非営利の男ljは間わない。

また、個人情報データベース等を事業の用に供している者であれば、当該個人情報デー

タベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の多寡にかかわらず、

個人情報取扱事業者に該当する。

なお、法人格のない、権利能力のない社団（任意団体）又は個人であっても、個人情報

データペース等を事業の用に供している場合は個人情報取扱事業者に該当する。

2-6 個人データ（法第2条第6項関係）

法第2条（第6項）

6 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情

報をいう。

「個人データ」とは、個人情報取扱事業者が管理する「個人情報データベース等Jを構

成する個人情報をいう。

なお、法第 2条第 41真及び政令第 3条第 1項に基づき、利用方法からみて個人の権利利

益を害するおそれが少ないため、個人情報データベース等から除かれているもの（例：市

販の電話帳”住宅地図等）を構成する個人情報は、個人データに該当しない（2-4（恒人情

報データベース等）参照）。

【個人データに該当する事例｝

事例 1）個人情報データベース等から外部記録媒体に保存された個人情報

事例 2）個人情報データベース等から紙面に出力された帳票等に印字された個人情報

【個人データに該当しない事例】

事例） 個人情報データベース等を構成する前の入力用の帳票等に記載されている個人情

報
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(3）当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他

国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ文は他国若しくは国際機関と

の交渉上不利益を被るおそれがあるもの。

事例 1）製造業者、情報サービス事業者等が保有している、防衛に関連する兵器・設

備・機器・ソフトウェア等の設計又は開発の担当者名が記録された、当該担

当者を本人とする個人データ

事例 2）要人の訪問先やその警備会社が保有している、当該要人を本人とする行動予

定等の個人データ

(4）当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予妨、鎮圧又は捜査その

他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの。

事例 1)警繋から捜査関係事項照会等がなされることにより初めて取得した個人ヂー

タ

事例 2）警察から契約者情報等について捜査関係事項照会等を受けた事業者が、その

対応の過程で作成した照会受理簿・回答発信簿、照会対象者リスト等の個人

データ（※なお、当該契約者情報自体は「保有個人データ』！こ該当する。）

事例3）犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 19年法律第22号）第8条第

1項に碁づく疑わしい取引（以下「疑わしい取引」という。）の届出の有無及

び届出に際して新たに作成した個人データ

事例4）振り込め詐欺に利用された口座に関する情報に含まれる個人データ

（※1）法は、「個人情報」（2-1（個人情報）参照）、「個人データJ(2-6 （個人データ）

参照）、「保有個人ヂータj、「要配慮個人情報」（2-3（要配慮個人情報）参頼）、

「寵名加工情報」（2-8（匿名加工靖報）参照）等の語を使い分けており、個人情

報取扱事業者等に課される義務はそれぞれ異なるので、注意を要する。

（※2）開示等の具体的な対応が必要となる場合等については、 3-5-2（保有個人デー

タの開示）以降を参照のこと。なお、個人データの取扱いについて、委託等によ

り複数の個人情報取扱事業者が関わる場合には、契約等の実態によって、どの個

人情報取扱事業者が開示等に応じる権限を有しているのかについて判断するこ

ととなる。

2-8 匿名加工情報（法第2条第9項関係）

匿名加工情報の定義については、別途定める「個人情報の保護に関する法律についての

ガイドライン（置名加工情報編）」を参照のこと。

（参考）

法第2条（第9項）

9 この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ

て当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情

報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することがで
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ウトによる第三者提供） 3-4-3 （第三者に該当しない場合）参照）

③ 開示等の請求等に関するもの

法第 27条第2項及び第3項、法第 28条第3項、法第29条第3項並びに法第 30

条第 5項（3-5-1 （保有個人データに関する事項の公表等）、 3-5-2（保有個人デ

ータの開示）、 3-5-3（保有個人データの訂正等）、 3-5-4（保有個人データの利用

停止等）参照）

「本人に通知」とは、本人に直接知らしめることをいい、事業の性質及び個人情報の取

扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない。

【本人への通知に該当する事例】

事例 .1) ちらし等の文書を直接渡すことにより知らせること。

事例 2）口頭文は自動応答装置等で知らせること。

事例 3）電子メール、 FAX等により送信し、文は文書を郵便等で送付することにより知ら

せること。

2-11 「公表j

法第 18条（第 1項）

1 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公

墨している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は牟蓋しなけ

ればならない。

※（参考）上記のほか、個人情報取扱事業者等による「公表Jに関する主な条文

① 利用目的に関するもの

法第 18条第3項（3-1-2（利用目的の変更）参照）

② 匿名加工情報に関するもの

法第36条第3項、第4項及び第6項、第 37条、並びに第四条（3-7（匿名加工

情報取扱事業者等の義務）参照）

③ その他

法第 76条第3項（6-2（適用除外）参照）

「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせること（不特定多数の人々が知ることが

できるように発表すること）をいい、公表に当たっては、事業の性質及び個人情報の取扱

状況に応じ、合理的かつ適切な方法によらなければならない。

【公表に該当する事例｝

事例 1)吉社のホームページのトップページから 1回程度の操作で到達できる場所への掲

載

事例 2）自社の店舗や事務所等、顧客が訪れることが想定される場所におけるポスター等

の掲示、パンフレット等の備置き・配布

事例 3) （通信販売の場合）通信販売用のパンフレツト・カタログ等への掲載
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個人情報保護法ガイドライン（通則編）

る権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他

の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は 1年以内の政令で定める期間以内

に消去することとなるもの以外のものをいう。

法第 23条（第 1項）

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得な

いで、個人データを第三者に提供してはならない。

(1）～（4）略

※（参考）上記のほか、「提供Jに関する主な条文

①第三者提供に関するもの

法第 23条第 2項、第5項、第 24条、第 25条、及び第 26条（3-4-2（オプトア

ウトによる第三者提供）、 3-4-3（第三者に該当しない場合）、 3-4-4（外国にある

第三者への提供の制限）、 3-4-5（第三者提供に係る記録の作成等）、 3-4-6（第三

者提供を受ける際の確認等）参照）

② 保有個人データの第三者提供の停止に係る請求に関するもの

法 30条第3項、第4項及び第5項（3-5-4（保有個人データの利用停止等）参照）

③ 匿名加工情報に関するもの

法第36条第4項及び第37条（3-7（匿名加工構報取扱事業者等の義務）参照）

r提供」とは、個人デー夕、保有個人データ文は置名加工情報（以下この項において「傭

人データ等j という。）を、自己以外の者が利用可能な状態に置くことをいう。個人データ

等が、物理的に提供されていない場合であっても、ネットワーク等を利用することにより、

個人データ等を利用できる状態にあれば（利用する権限が与えられていれば）、「提供」に

当たる。
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個人情報保護法ガイドライン（通知編）

3-1-2利用目的の変更（法第 15条第2項、第 18条第3項関係）

法第 15条（第2項）

2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性

を有すると合理的に認められる範囲を超えて行つてはならない。

法第 18条（第3項）

3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された科用目的について、

本人に通知し、又は公表しなければならない。

上記3-1-1（利用自的の特定）により特定した利用目的は、変更前の利用目的と関連性を

有すると合理的に認められる範囲、すなわち、変更後の利用目的が変更前の利用目的から

みて、社会通念上、本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲内（※1)で変更

することは可能である。変更された利用目的は、本人に通知（※2）するか、又は公表（※

3）しなければならない。

なお、特定された利用目的（法第 15条第2項に定める範囲で変更された利用目的を含む。）

の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、法第 16条第1項に従って本人の

同意を得なければならない。ただし、本人の身体等の保護のために必要があり、かつ本人

の同意を得ることが盟難である場合等、法第 16条第3項各号に掲げる場合には、あらかじ

め本人の同意を得ることなく、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情

報を取り扱うことができる（3ート5（利用目的による制限の例外）参照）。

（※1)「本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲」とは、本人の主観や

事業者の窓意的な判断によるものではなく、一般人の判断において、当初の利用

目的と変更後の利用目的を比較して予期できる範囲をいい、当初特定した利用目

的とどの程度の関連性を有するかを総合的に勘案して判断される。

（※2) r本人！こ通知jについては、 2-10（本人に通知）を参照のこと。

（※3）「公表」については、 2-11（公表）を参照のこと。

3-1-3利用目的による制限（法第 16条第 1項関係）

法第 16条（第 1項）

錨人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定

された利用巨的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱つてはならない。

個人情報取扱事業者は、法第 15条第 1項により特定した利用巨的の達成に必要な範囲を

超えて、個人情報を取り扱う場合は、あらかじめ本人の同意（※）を得なければならない。

ただし、当該同意を得るために個人情報を利用すること（メールの送信や電話をかける

こと等）は、当初特定した利用目的として記載されていない場合でも、目的外利用には該

当しない。

（※）「本人の同意jについては、 2-12（本人の同意）を参照のこと。

23 

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



個人情報保護法ガイドライン（通則編）

法令に基づく場合は、法第 16条第 1項又は第2項の適用を受けず、あらかじめ本人の同

意を得ることなく、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う

ことカfできる。

事例 1)警察の捜査関係事項照会に対応する場合（刑事訴訟法（昭和 23年法律第 131号）

第 197条第2項）

事例 2）裁判官の発する令状に基づく捜査に対応する場合（刑事訴訟法第218条）

事例 3）税務署の所得税等に関する調査に対応する場合（国税通則法（昭和 37年法律第

66号）第 74条の 2他）

事例 4）製造・輸入事業者が消費生活用製品安全法（昭和 48年法律第 31号）第四条第

1項の規定による命令（危害防止命令）を受けて製品の回収等の措置をとる礁に、販

売事業者が、同法第38条第3項の規定に基づき製品の購入者等の情報を当該製造”

輸入事業者に提供する場合

事例 5）弁護士会からの照会に対応する場合（弁護士法（昭和24年法律第205号）第23

条の 2)

(2）人の生命、身体文は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき（法第 16条第3項第2号関係）

人（法人を含む。）の生命、身体又は財産といった具体的な権利利益の保護が必要で、あり、

かつ、本人の同意を得ることが圏難である場合は、法第 16条第 1項又は第2項の適用を受

けず、あらかじめ本人の同意を得ることなく、特定された利用目的の達成に必要な範囲を

超えて個人情報を取り扱うことができる。

事例 1)急病その他の事態が生じたときに、本人について、その血液型や家族の連絡先等

を医師や看護師に提供する場合

事例 2）大規模災害や事故等の緊急時に、被災者情報・負傷者情報等を家族、行政機関、

地方自治体等に提供する場合

事例 3）事業者間において、暴力団等の反社会的勢力情報、振り込め詐欺に利用された口

座に関する情報、意図的に業務妨害を行う者の情報について共有する場合

事例4）製造した商品に関連して事故が生じたため、文は、事故は生じていないが、人の

生命若しくは身体に危害を及ぼす急追した危険が存在するため、当該商品の製造事

業者等が当該商品をリコールする場合で、販売事業者、修理事業者文は設置工事事

業者等が当該製造事業者等に対して、当該商品の購入者等の情報を提供する場合

事例 5）上記事例4のほか、商品に重大な欠陥があり人の生命、身体文は財産の保護が必

要となるような緊急時に、製造事業者から顧客情報の提供を求められ、これに応じ

る必要がある場合

事例 6）不正送金等の金融犯罪被害の事実に関する情報を、関連する犯罪被害の防止のた

めに、他の事業者に提供する場合

(3）公衆衛生の向上又は児童の鍵全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき（法第 16条第3項第3号関係）
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個人情報保護法ガイドライン（通則編）

事例 2）法第 23条第 1項に規定する第三者提供制頭違反をするよう強要して個人情報を

取得する場合

事例 3）個人悟報を取得する主体や利用目的等について、意図的に塵偽の情報を示して、

本人から個人情報を取得する場合

事例 4）他の事業者に指示して不正の手段で個人情報を取得させ、当該他の事業者から個

人情報を取得する場合

事例 5）法第 23条第 1項に規定する第三者提供制限違反がされようとしていることを知

り、文は容易に知ることができるにもかかわらず、個人情報を取得する場合

事例 6）不正の手段で個人情報が取得されたことを知り、文は容易に知ることができるに

もかかわらず、当該個人情報を取得する場合

（※1)個人情報を含む情報がインターネット等により公にされている場合であって、

単にこれを関覧するにすぎず、転記等を行わない場合は、個人情報を取得してい

るとは解されない。

（※2）個人情報取扱事業者若しくはその従業者文はこれらであった者が、その業務

に関して取り扱った個人情報データベース等（その全部又は一部を複製し、文は

加工したものを含む。）を自己若しくは第三者の不正な利益を函る自的で提供し、

文は盗用したときは、法第83条により刑事罰（1年以下の懲役文は50万円以下

の罰金）が科され得る。

3-2-2要1a慮個人情報の取得（法第 17条第2項関係）

法第 17条（第2項）

2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得な

いで、要配慮個人情報を取得しではならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体文は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の間意

を得ることが圏難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上文は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であ

って、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ること

により当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、第 76条第 1項各号に

掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合

(6) その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合

規則第6条

法第 17条第2項第5号の個人情報保護委員会規則で定める者は、次の各号のいずれ

かに該当する者とする。

(1) 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関

(2) 外国において法第76条第 1項各号に掲げる者に相当する者
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個人情報保護法ガイドライン（通則編）

事例 1)健康保険組合等の保険者等が実施する健康診断等の結果判明した病名等について、

健康増進施策の立案や保健事業の効果の向上を目的として疫学調査等のために提供

を受けて取得する場合（なお、法第 76条第 1項第3号に該当する場合は、第4章の

各規定は適用されない。）

事例 2）児童生徒の不登校や不良行為等について、児童相談所、学校、医療機関等の関係

機関が連携して対応するために、ある関係機関において、他の関係機関から当該児

童生徒の保護事件に関する手続が行われた情報を取得する場合

事例 3）児童虐待のおそれのある家庭情報のうち被害を被った事実に係る情報を、児童相

談所、警察、学校、粛院等の関係機関が、他の関係機関から取得する場合

(4）国の機関若しくは地方公共団体文はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して、事業者が協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることに

より当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき（法第 17条第2項第4号関係）

国の機関等（地方公共団体文はその委託を受けた者を含む。）が法令の定める事務を実施

する上で、民間企業等の協力を得る必要があり、かつ、本人の同意を得ることが当該事務

の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、当該民間企業等は、あらかじめ

本人の同意を得ることなく、要百E慮個人情報を取得することができる。

事例） 事業者が警察の任意の求めに応じて要配慮恒人情報に該当する個人情報を提出す

るために、当該個人情報を取得する場合

(5）当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、法第 76条第 1項各号に掲

げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合（法第 17条

第2項第5号、規則第6条関係）

要配慮個人情報が、次に掲げる者により公開されている場合は、あらかじめ本人の同意

を得ることなく、当該公開されている要配慮個人情報を取得することができる。

①本人

②国の機関

③地方公共団体

④放送機関・新聞社・通信社その他の報道機関（報道を業として行う個人を含む。）

⑤著述を業として行う者

⑥大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体文はそれらに属する者

⑦宗教団体

⑧政治団体

⑨外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関

⑩外国において法第 76条第 1項各号に掲げる者に相当する者

(6）本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得

する場合（法第 17条第2項第6号、政令第7条第 1号関係）
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個人情報保護法ガイドライン（通期編）

本人に通知（※2）するか、文は公表しなければならない。

【本人への通知文は公表が必要な事例】

事例 1)インターネット上で本人が自発的に公にしている個人情報を取得した場合（単に

閲覧しただけの場合を除く。）

事例 2）インターネット、宮報、職員録等から個人情報を取得した場合（単に閲覧しただ

けの場合を除く。）

事例 3）個人情報の第三者提供を受けた場合

（※1) 「公表Jについては、 2-11 （公表）を参照のこと。

（※2) r本人｜こ通知」については、 2-10（本人に通知）を参照のこと。

3-2-4直接書面等による取得（法第 18条第2項関係）

法第 18条（第2項）

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との聞で契約を締結するこ

とに伴って契約書その他の書面（電磁的記録を含む。以下この項において両じ。）に記

載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当

該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示

しなければならない。ただし、人の生命、身体文は財産の保護のために緊急に必要が

ある場合は、この限りでない。

個人情報取扱事業者は、契約書や懸賞応募はがき等の書面等による記載、ユーザー入力

画面への打ち込み等の電磁的記録により、直接本人から個人情報を取得する場合には、あ

らかじめ、本人に対し、その利用目的を明示（※）しなければならない。

なお、口頭により恒人情報を取得する場合にまで、本項の義務を課するものではないが、

その場合は法第 18条第1項に基づいて、あらかじめ利用目的を公表するか、取得後速やか

に、その利用目的を、本人に通知するか、文は公表しなければならない。

また、人（法人を含む。）の生命、身体文は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、

あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する必要はないが、その場合は法第 18条第

1項に基づいて、取得後速やかにその利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければなら

ない（3-2-3（利用自的の通知又は公表）参照）。

【あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない事例】

事例 1）本人の個人情報が記載された申込書・契約書等を本人から直接取得する場合

事例 2）アンケートに記載された個人情報を直接本人から取得する場合

事例 3）自社が主催するキャンペーンへの参加希望者が、参加申込みのために自社のホー

ムページの入力画面に入力した個人情報を直接本人から取得する場合

【利用目的の明示に該当する事例】

事例 1)利用自的を明記した契約書その他の書面を相手方である本人に手渡し、文は送付

する場合
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個人情報保護法ガイドライン（通則編）

人情報の利用目的を通知・公表することにより、虐待を悪化させたり、虐待への対応

に支障等が生じたりするおそれがある場合

(2）利用目的を本人に通知し、文は公表することにより事業者の権利又は正当な利益を害

するおそれがある場合（法第 18条第4項第2号関係）

利用目的を本人に通知し、又は公表することにより事業者の権利又は正当な利益を害す

るおそれがある場合は、法第 18条第 1項から第3項までの適用を受けず、当該利用目的の

通知等は不要である。

事例） 暴力団等の反社会的勢力情報、疑わしい取引の届出の対象情報、業務妨害行為を

行う悪質者情報等を、本人又は他の事業者等から取得したことが明らかになること

により、当該情報を取得した企業に害が及ぶ場合

(3）国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要

がある場合であって、利用目的を本人に通知し、文は公表することにより当該事務の

遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき（法第 18条第4項第3号関係）

国の機関等（地方公共団体文はその委託を受けた者を含む。）が法令の定める事務を実施

する上で、民間企業等の協力を得る必要があり、かつ、本人に対する利用呂的の通知等に

より当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、当該民間企業等は、

法第 18条第 1項から第3項までの適用を受けず、当該利用目的の通知等は不要である。

事例） 警察が、公開手配を行わないで、被疑者に関する個人構報を、被疑者の立ち回り

が予想される個人I情報取扱事業者に限って提供した場合において、警察から当該個

人情報を受け取った当該個人情報取扱事業者が、利用目的を本人に通知し、又は公

表することにより、捜査活動に支障を及ぼすおそれがある場合

(4）取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合（法第 18条第4項第4

号関係）

取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合は、法第 18条第 1項から

第3項までの適用を受けず、当該利用目的の通知等は不要である。

事例 1)商品・サービス等を販売冨提供するに当たって住所”電話番号等の個人情報を取

得する場合で、その利用目的が当該商品・サービス等の販売圃提供のみを確実に行

うためという利用目的であるような場合

事例 2）一般の慣行として名刺を交換する場合、書面により、直接本人から、氏名・所属・

肩書・連絡先等の個人情報を取得することとなるが、その利用目的が今後の連絡の

ためという利用目的であるような場合（ただし、ダイレクトメール等の目的に名刺

を用いることは自明の利用目的に該当しない場合があるので注意を要する。）

（※1）本人への「通知」については、 2-10（本人に通知）を参照のこと。
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い等」という。）の防止その他の個人データの安全管理のため、必要かつ適切な措置を講じ

なければならないが、当該措置は、個人データが漏えい等をした場合に本人が被る権利利

益の侵害の大きさを考慮し、事業の規模及び性質、個人データの取扱状況（取り扱う個人

データの性質及び量を含む。）、個人データを記録した媒体の性質等に起因するリスクに応

じて、必要かつ適切な内容としなければならない。具体的に講じなければならない措置や

当該項目を実践するための手法の例等については、「8（期添）講ずべき安全管理措置の内

容Jを参照のこと。

3-3-3従業者の監督（法第 21条関係）

遺筆主主
個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当

該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かっ適切な監督を

行わなければならない。

個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たって、法第20条

に基づく安全管理措置を遵守させるよう、当該従業者に対し必要かつ適切な監督をしなけ

ればならない。その際、個人データが漏えい等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の

大きさを考慮し、事業の規模及び性質、個人データの取扱状況（取り扱う個人データの性

質及び量を含む。）等に起因するリスクに応じて、個人データを取り扱う従業者に対する教

育、研修等の内容及び頻度を充実させるなど、必要かっ適切な措置を講ずることが望まし

「従業者Jとは、個人情報取扱事業者の組織内にあって直接間接に事業者の指揮監督を

受けて事業者の業務に従事している者等をいい、雇用関係にある従業員（正社員、契約社

員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等）のみならず、取締役、執行役、理事、監

査役、監事、派遣社員等も含まれる。

【従業者に対して必要かつ適切な監督を行っていない事例】

事例 1)従業者が、個人データの安全管理措置を定める規程等に従って業務を行っている

ことを確認しなかった結果、個人データが漏えいした場合

事例2）内部規程等に違反して個人データが入ったノート型パソコン又は外部記録媒体が

繰り返し持ち出されていたにもかかわらず、その行為を放置した結果、当該パソコ

ン又は当該記録媒体が紛失し、個人データが漏えいした場合

3-3-4委託先の監督（法第22条関係）

遺筆盆~
個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、そ

の取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対す

る必要かつ適切な監督を行わなければならない。
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事例 3）再委託の条件に関する指示を委託先に行わず、かつ委託先の個人データの取扱状

況の確認を怠り、委託先が個人データの処理を再委託した結果、当該再委託先が個

人データを漏えいした場合

事例4）契約の中に、委託元は委託先による再委託の実施状況を把握することが盛り込ま

れているにもかかわらず、委託先に対して再委託に関する報告を求めるなどの必要

な措置を行わず、委託元の認知しない再委託が行われた結果、当該再委託先が個人

データを漏えいした場合

（※1)「個人データの取扱いの委託Jとは、契約の形態・種類を問わず、個人情報取

扱事業者が他の者に個人データの取扱いを行わせることをいう。具体的には、個

人データの入力（本人からの取得を含む。）、編集、分析、出力等の処理を行うこ

とを委託すること等が想定される。

（※2）委託元が法第20条が求める水準を超える高い水準の安全管理措量を講じてい

る場合に、委託先に対してもこれと同等の措置を求める趣旨ではなく、法律上は、

委託先は、法第20条が求める水準の安全管理措置を講じれば足りると解される。

（※3）委託先の選定や委託先における個人データ取扱状況の把握に当たっては、取

扱いを委託する恒人データの内容や規模に応じて適切な方法をとる必要がある

が、例えば、必要に応じて個人データを取り扱う場所に赴く又はこれに代わる合

理的な方法（CJ頭による確認を含む。）により確認することが考えられる。

（※4）委託元が委託先について「必要かつ適切な監督Jを行っていない場合で、委

託先が再委託をした際に、再委託先が不適切な取扱いを行ったときは、元の委託

元による法違反と判断され得るので、再委託をする場合は注意を要する。

3-4 個人データの第三者への提供（法第23条～第 26条関係）

3-4-1第三者提供の制限の原貝lj（法第23条第 1項関係）

法第23条（第 1項）

1 値人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得な

いで、個人データを第三者に提供してはならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体文は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意

を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であ

って、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 冨の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ること

により当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

個人情報取扱事業者は、個人データの第三者への提供に当たり、あらかじめ本人の同意

（※1) を得ないで提供してはならない（※2) （※3）。同意の取得に当たっては、事業の規

模及び性質、個人データの取扱状況（取り扱う個人データの性質及び量を含む。）等に応じ、
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3-4-2オプトアウトによる第三者提供（法第23条第2項～第4項欝係）

3-4-2-1 オプトアウトに関する原則（法第 23条第2項関係）

法第 23条（第2項）

2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データ（要配慮個人情報を除く。

以下この項において同じ。）について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人

データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項に

ついて、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、

文は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たとき

は、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。

(1) 第三者への提供を利用目的とすること。

(2) 第三者に提供される個人データの項目

(3) 第三者への提供の方法

(4) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止

すること。

(5) 本人の求めを受け付ける方法

規則第7条

1 法第23条第2項文は第3項の規定による通知又は容易に知り得る状態に置く措量は、

次に掲げるところにより、行うものとする。

(1) 第三者に提供される個人データによって識別される本人（次号において「本人」

という。）が当該提供の停止を求めるのに必要な期間をおくこと。

(2) 本人が法第23条第2項各号に掲げる事項を確実に認識できる適切かつ合理的な

方法によること。

2 法第 23条第2項文は第3嘆の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより

行わなければならない。

(1) 個人情報保護委員会が定めるところにより、電子情報処理組織（個人情報保護

委員会の使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気

通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用する方法

(2) 別記様式第 1による届出書及び当該届出書に記載すべき事項を記録した光ヂィ

スク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物

を含む。以下「光ディスク等」という。）を提出する方法

3 個人情報取扱事業者が、代理人によって法第23条第2項又は第3項の規定による届

出を行う場合には、別記様式第 2によるその権限を証する書面（電磁的記録を含む。

以下問じ。）を個人情報保護委員会に提出しなければならない。

規則第8条

外国にある個人情報取扱事業者は、法第23条第2項文は第3項の規定による届出を

行う場合には、圏内に住所を有する者であって、当該届出に関する一切の行為につき、

当該個人情報取扱事業者を代理する権限を有するものを定めなければならない。この

場合において、当該個人情報取扱事業者は、当該届出と問時に、当該個人情報取扱事

業者が国内に住所を有する者に、当該届出に関する一切の行為につき、当該個人情報
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【オプトアウトによる第三者提供の事例】

事例） 住宅地図業者（表札や郵便受けを調べて住宅地図を作成・販売）やデータベース

事業者（ダイレクトメール用の名簿等を作成 E 販売）が、あらかじめ上記（1)から

(5）までに掲げる事項を自社のホームページに常時掲載し、本人からの停止の求め

を受け付けられる状態にし、個人情報保護委員会に必要な届出を行った上で、販売

等を行う場合

（※1)オプトアウトによる第三者提供を行う際は、上記の（1)から（5）までに掲

げる事項をあらかじめ、第三者に提供される個人データによって識別される本人

が当該提供の停止を求めるのに必要な期間をおかなければならない（規則第 7
条第 1項第 1号）ため、本人に通知し文は本人が容易に知り得る状態に置いた時

点から、極めて短期間の後に、第三者提供を行ったような場合は、「本人が当該

提供の停止を求めるのに必要な期間」をおいていないと判断され得る。

具体的な期間については、業種、ビジネスの態様、通知又は容易に知り得

る状態の態様、本人と個人情報取扱事業者との近接性、本人から停止の求め

を受け付ける体制、提供される個人データの性質などによっても異なり得る

ため、個別具体的に判断する必要がある。

また、「本人に通知し、文は本人が容易に知り得る状態に置く j時期と、「個

人情報保護委員会に届け出」る時期は、必ずしも同時である必要はないが、

本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いた後、速やかに個人情

報保護委員会に届け出ることが望ましい。

（※2）「本人に通知」については、 2-10（本人に通知）を参照のこと。

「本人が容易に知り得る状態」とは、事業所の窓口等への書面の掲示・備付け

やホームページへの掲載その他の継続的方法により、本人が知ろうとすれば、時

間的にも、その手段においても、簡単に知ることができる状態をいい、事業の性

質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が確実に認識できる適切かっ合理的な方

法によらなければならない（規則第7条第 1項第2号）。

｛本人が容易に知り得る状態に該当する事例】

事例 1)本人が閲覧することが合理的に予測される個人情報取扱事業者のホー

ムページにおいて、本人が分かりやすい場所（例：ホームページのトッ

プページから 1回程度の操作で到達できる場所等）に法に定められた事

項を分かりやすく継続的に掲載する場合

事例 2）本人が来訪することが合理的に予測される事務所の窓口等への掲示、

備付け等が継続的に行われている場合

事例 3）本人に頒布されている定期刊行物への定期的掲載を行っている場合

事例 4）電子商取引において、商品を紹介するホームページにリンク先を継続

的に表示する場合

（※3）届出の方法は、個人情報保護委員会が定める方法によって行わなければなら

ない（規則第7条第2項）。なお、代理人によって届出を行う場合は、恒人情報

保護委員会が定める様式によるその権限を称する書面を提出しなければならな

い（規則第7条第3項）。また、外国にある値人情報取扱事業者が、届出を行う

場合には、国内に住所を有する者に、当該届出に欝する一切の行為につき当該個

人情報取扱事業者を代理する権限を有するものを定めなければならず、当該代理
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（※3）届出の方法等については、 3-4-2-1（オプトアウトに関する原則）を参照のこ

と。

（※4）「公表」については、 2-11 （公表）を参照のこと。

3-4-3第三者に該当しない場合（法第 23条第5項・第6項関係）

法第23条（第5項）

5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適

用については、第三者に該当しないものとする。

(1) 個人情報取扱事業者が利用巨的の達成に必要な範囲内において個人データの取

扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合

(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合

(3) 特定の者との聞で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される

場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項呂、共同して利

用する者の範囲、事l用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任

を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、文は本人が容

易に知り得る状態に置いているとき。

次の（1)から（3）までの場合については、個人データの提供先は個人情報取扱事業者

とは別の主体として形式的には第三者に該当するものの、本人との関係において提供主体

である個人情報取扱事業者と一体のものとして取り扱うことに合理性があるため、第三者

に該当しないものとする。

このような要件を満たす場合には、個人情報取扱事業者は、法第 23条第 1項から第3項

までの規定にかかわらず、あらかじめの本人の同意文は第三者提供におけるオプトアウト

を行うことなく、個人データを提供することができる。

(1)委託（法第23条第5項第1号関係）

利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取扱いに関する業務の全部文は

一部を委託することに伴い、当該個人データが提供される場合は、当該提供先は第三者に

該当しない。

なお、個人情報取扱事業者には、法第22条により、委託先に対する監督責任が課される

(3-3-4 （委託先の監督）参照）。

事例 1)データの打ち込み等、情報処理を委託するために個人データを提供する場合

事例 2）百貨店が注文を受けた商品の配送のために、宅配業者に個人データを提供する場

合

(2）事業の承継（法第23条第5項第2号関係）

合併、分社化、事業譲渡等により事業が承継されることに伴い、当該事業に係る個人デ

ータが提供される場合は、当該提供先は第三者に該当しない。
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目ごとに利用目的を区別して記載することが望ましい。

⑤当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称

「個人データの管理について責任を有する者j とは、開示等の請求及び苦情を受け

付け、その処理に尽力するとともに、個人データの内容等について、開示、訂正、利

用停止等の権限を有し、安全管理等個人データの管理について責任を有する者をいう。

なお、ここでいう「責任を有する者jとは、共同して利用する全ての事業者の中で、

第一次的に苦情の受付・処理、開示・訂正等を行う権限を有する者をいい、共同利用

者のうち一事業者の内部の担当責任者をいうものではない。

また、個人データの管理について責任を有する者は、利用目的の達成に必要な範囲

内において、共同利用者間で利用している個人ヂータを正確かっ最新の内容に保つよ

う努めなければならない（3-3-1 （データ内容の正確性の確保等）参照）。

【共同利用に該当する事例】

事例 1）グループ企業で総合的なサービスを提供するために取得時の利用自的（法第 15

条第2項の規定に従い変更された利用目的を含む。以下閉じ。）の範臣内で情報を共

同利用する場合

事例 2）親子兄弟会社の間で取得時の利用目的の範囲内で個人データを共同利用する場合

事例 3）使用者と労働組合文は労働者の過半数を代表する者との間で取得時の利用目的の

範囲内で従業者の個人データを共同利用する場合

（※1)共同利用の対象となる個人データの提供については、必ずしも全ての共同利

用者が双方向で行う必要はなく、一部の共同利用者に対し、一方向で行うことも

できる。

（※2）事業者が共同利用を実施する場合には、共同利用者における責任等を明確に

し円滑に実施する観点から、上記①から⑤までの情報のほか、例えば、次の（ア）

から（力）までの事項についても、あらかじめ取り決めておくことが望ましい。

（ア）共同利用者の要件（グループ会社であること、特定のキャンペーン事業

の一員であること等、共同利用による事業遂行上の一定の枠組み）

（イ）各共同利用者の個人情報取扱責任者、間合せ担当者及び連絡先

（ウ）共同利用する個人データの取扱いに関する事項

－個人データの漏えい等防止に関する事項

• 13的外の加工、利用、複写、複製等の禁止

・共同利用終了後のデータの返還、消去、廃棄に関する事項

（ヱ）共同利用する個人データの取扱いに関する取決めが遭守されなかった場

合の措置

（オ）共同利用する個人データに関する事件・事故が発生した場合の報告・連

絡に関する事項

（力）共同利用を終了する際の手続

（※3）「本人に通知」については、 2-10（本人に通知）を参照のこと。

（※4）「本人が容易に知り得る状態Jについては、 3-4-2（オプトアウトによる第三

者提供）を参照のこと。

（※5）共同利用か委託かは、個人データの取扱いの形態によって判断されるもので
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遺筆迎会
個人情報取扱事業者は、外国（本邦の域外にある国文は地域をいう。以下関じ。）（個

人の権利利益を保護する上で我が固と同等の水準にあると認められる恒人情報の保護

に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。

以下この条において詞じ。）にある第三者（個人データの取扱いについてこの節の規定

により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的

に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体

制を整備している者を除く。以下この条において同じ。）に個人テ、ータを提供する場合

には、前条第 1項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提

供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定

は、適用しない。

規則第 11条

法第 24条の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当す

ることとする。

(1) 個人情報取扱事業者と個人データの提供を受ける者との聞で、当該提供を受け

る者における当該個人データの取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、

法第4章第1節の規定の趣旨に沿った措置の実施が確保されていること。

(2) 個人データの提供を受ける者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基

づく認定を受けていること。

3-4-5第三者提供に係る記録の作成等（法第25条関係）

第三者提供に係る記録の作成等については、別途定める「個人情報の保護に関する法律

についてのガイドライン（第三者提供時の確認・記銀義務編）」を参照のこと。

（参考）

遺星空室
1 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者（第 2条第5項各号に掲げる者を除く。

以下この条及び次条において閉じ。）に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定

めるところにより、当該個人データを提供した年月目、当該第三者の氏名文は名称そ

の他の個人構報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならな

い。ただし、当該個人データの提供が第23条第 1項各号又は第5項各号のいずれか（前

条の規定による個人データの提供にあっては、第23条第 1項各号のいずれか）に該当

する場合は、この限りでない。

2 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委

員会規則で定める期詞保存しなければならない。

規則第 12条

1 法第 25条第1項の規定による問項の記録を作成する方法は、文書、電磁的記録文は

マイクロフィルムを用いて作成する方法とする。

2 法第25条第1項の記録は、個人データを第三者（詞項に規定する第三者をいう。以
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第三者提供を受ける際の確認等については、別途定める「個人情報の保護に関する法律

についてのガイドライン（第三者提供時の確認・記録義務編）Jを参照のこと。

（参考）

【第三者提供を受ける際の確認（法第 26条第 1項”第2項関係）】

法第 26条（第 1項・第2項）

1 個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情

報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければなら

ない。ただし、当該個人データの提供が第23条第 1項各号又は第5項各号のいずれか

に該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者（法人

でない団体で代表者文は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者文は管

理人）の氏名

(2) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯

2 前項の第三者は、個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う場合において、

当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽つてはならない。

規則第 15条

1 法第26条第 1項の規定による問項第 1号に掲げる事項の確認を行う方法は、個人デ

ータを提供する第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法とする。

2 法第26条第 1項の規定による詞項第2号に掲げる事項の確認を行う方法は、個人デ

ータを提供する第三者から当該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す契約

書その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方法とする。

3 前ニ項の規定にかかわらず、第三者から他の個人データの提供を受けるに際して既

に前ニ項に規定する方法による確認（当該確認について次条に規定する方法による記

録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。）を行っている事項の確認を行

う方法は、当該事項の内容と当該提供に係る法第 26条第 1項各号に掲げる事項の内容

が同一であることの確認を行う方法とする。

【第三者提供を受ける際の記録の作成等（法第26条第3項 R 第4項関係）】

法第 26条（第3項・第4項）

3 個人情報取扱事業者は、第 1項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委

員会規則で定めるところにより、当該恒人データの提供を受けた年月日、当該確認に

係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなけれ

ばならない。

4 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委

員会規則で定める期間保存しなければならない。

規則第 16条

法第26条第3項の規定による同項の記録を作成する方法は、文書、電磁的記録文は

マイクロフィルムを用いて作成する方法とする。

2 法第26条第3項の記録は、第三者から個人データの提供を受けた都度、速やかに作

成しなければならない。ただし、当該第三者から継続的に若しくは反復して個人デー
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3-5-1保有個人データに関する事項の公表等（法第27条関係）

(1)保有個人データに劃する事項の本人への周知（法第27条第 1項関係）

法第 27条（第1項）
1 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の

知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置かなければな

らない。

(1) 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称

(2) 全ての保有個人データの利用目的（第 18条第4項第 1号から第3号までに該当

する場合を除く。）

(3) 次項の規定による求め又は次条第 1項、第 29条第 1項若しくは第 30条第 1項

若しくは第3項の規定による請求に応じる手続（第33条第2項の規定により手数

料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。）

(4) 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要

な事項として政令で定めるもの

政令第8条

法第27条第 1項第4号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先

(2) 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあ

つては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先

個人情報取扱事業者は、保有個人データについて、次の①から④までの情報を本人の知

り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）（※1) に置かなければな

らない。

①個人情報取扱事業者の氏名文は名称

②全ての保有個人データの利用目的（※2) （ただし、一定の場合（※3）を除く。）

③保有個人データの利用目的の通知の求め又は開示等の語求（※4）に応じる手続及び保

有個人データの利用目的の通知の求め又は開示の請求に係る手数料の額（定めた場合

に限る。）（※5)

④保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先

（例）苦情を受け付ける担当窓口名”係名、郵送用住所、受付電話番号その他の苦情

申出先（恒人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合は、

その団体の名称及び苦情解決の申出先を含む。）

（※1) 「本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）」

とは、ホームページへの掲載、パンフレットの配布、本人の求めに応じて遅滞な

く回答を行うこと等、本人が知ろうとすれば、知ることができる状態に置くこと
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場合

(2) 第18条第4項第1号から第3号までに該当する場合

3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的

を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなけれ

ばならない。

個人情報取扱事業者は、次の①から④までの場合を除いて、本人から、当該本人が識別

される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、遅滞なく、本人に通知（※）

しなければならない。

なお、通知しない旨を決定したときは、遅滞なく、その旨を本人に通知しなければなら

ない。

①上記（1) （法第27条第 1項）の措震により、本人が識別される保有個人データの利用

目的が明らかである場合

②利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財

産その他の権利利益を害するおそれがある場合（法第四条第4項第 1号） (3-2-5 （利

用目的の通知等をしなくてよい場合）参照）

③利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利文

は利益が侵害されるおそれがある場合（法第 18条第4項第2号） (3-2-5 （利用目的の

通知等をしなくてよい場合）参照）

④国の機関等が法令の定める事務を実施する上で、民間企業等の協力を得る必要がある

場合であり、協力する民間企業等が国の機関等から受け取った保有個人データの利用

目的を本人に通知し、文は公表することにより、本人の同意を得ることが当該事務の

遂行に支障を及ぼすおそれがある場合（法第 18条第4項第3号） (3-2-5 （利用目的の

通知等をしなくてよい場合）参照）

（※）「本人に通知」については、 2-10（本人に通知）を参照のこと。

3-5-2保有個人データの開示（法第 28条関係）

法第 28条

1 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示

を請求することができる。

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、政令

で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。た

だし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部文は一部

を開示しないことができる。

(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場
ぷ』
ロ
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る等、業務上著しい支障を及ぼすおそれがある場合

(3）他の法令に違反することとなる場合

保有個人データを本人に開示することにより、他の法令に違反することとなる場合は、

当該保有個人データの全部又は一部を開示しないことができる。

事例）刑法（明治40年法律第45号）第 134条（秘密漏示罪）や電気通信事業法（昭和

59年法律第 86号）第4条（通信の秘密の保護）に違反することとなる場合

また、他の法令の規定により、法第28条第2項及び政令第9条に定める方法に相当する

方法（書面の交付による方法（開示の請求を行った者が同意した方法があるときは、当該

方法））により当該本人が識別される保有個人データを開示することとされている場合には、

法第28条第 1項及び第2項の規定は適用されず、当該他の法令の規定が適用されることと

なる。

事例） タクシー業務適正化特別措置法（昭和 45年法律第 75号）第 19条に規定する葺

録実施機闘が、同法第 12条及び第 19条の規定に基づき、登録運転者に係る原簿の

謄本の交付文は閲覧に係る請求に対応する場合

なお、本人が、裁判上の訴えにより、当該本人が識別される保有個人データの開示を請

求する場合と本条との関係については、 3-5-8（裁判上の訴えの事前請求）を参照のこと。

（※1)「開示の請求を行った者が同意した方法があるときはその方法」について、開

示の方法としては、請求を行った者が同意している場合には電子メール、電話等

様々な方法が可能であり、書面の交付による方法は同意がなくても可能という意

味である。

また、開示の請求を行った者から開示の方法について特に指定がなく、個人情

報取扱事業者が提示した方法に対して異議を述べなかった場合（電話での開示の

請求があり、必要な本人確認等の後、そのまま電話で問合せに回答する場合を含

む。）は、当該方法について同意があったものとして取り扱うことができる。開

示の請求があった者からの同意の取り方として、個人情報取扱事業者が開示方法

を提示して、その者が希望する複数の方法の中から当該事業者が選択することも

考えられる。

（※2）消費者等、本人の権利利益保護の観点からは、事業活動の特性、規模及び実

態を考慮して、個人情報の取得元又は取得方法（取得源の種類等）を、可能な限

り具体的に明記し、本人からの求めに一層対応していくことが望ましい。

（※3）「本人に通知jについては、 2-10（本人に通知）を参照のこと。

3-5-3保有個人ヂータの訂正等（法第29条爵係）
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ータの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な

場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとると

きは、この限りでない。

3 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第 23

条第 1項文は第24条の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人

データの第三者への提供の停止を請求することができる。

4 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に

理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供

を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に

多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であっ

て、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この

限りでない。

5 個人情報取扱事業者は、第 1項の規定による詰求に係る保有個人データの全部若し

くは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定を

したとき、又は第 3項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部に

ついて第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定

をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが、法第 16条

の規定に違反して本人の同意なく目的外利用がされている、又は法第 17条の規定に違反し

て偽りその他不正の手段により個人情報が取得され若しくは本人の同意なく要配慮個人情

報が取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消

去（※1) （以下「利用停止等」という。）の請求を受けた場合であって、その請求に理由が

あることが判明したときは、原則として（※2）、遅滞なく、利用停止等を行わなければな

らない。

また、個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが、法

第 23条第 1項又は第 24条の規定に違反して本人の同意なく第三者に提供されているとい

う理由によって、当該保有個人データの第三者提供の停止の請求を受けた場合であって、

その請求に理由があることが判明したときは、震則として（※3）、遅滞なく、第三者提供

を停止しなければならない。

なお、個人情報取扱事業者は、上記により、利用停止等を行ったとき若しくは利用停止

等を行わない旨の決定をしたとき、又は、第三者提供の停止を行ったとき若しくは第三者

提供を停止しない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を本人に通知（※4）しなけれ

ばならない。

また、本人が、裁判上の訴えにより、当該本人が識別される保有個人データの利用停止

等文は第三者提供の停止を詰求する場合と本条との関係については、 3-5-8（裁判上の訴え

の事前請求）を参照のこと。

なお、消費者等、本人の権利利益保護の観点からは、事業活動の特性、規模及び実態を

考慮して、保有個人データについて本人から求めがあった場合には、ダイレクトメールの

発送停止等、自主的に利用停止に応じる等、本人からの求めにより一層対応していくこと

が望ましい。

（※1)「消去」とは、保有価人データを保有個人データとして使えなくすることであ
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4 個人情報取扱事業者は、前 3項の規定に基づき開示等の請求等に応じる手続を定め

るに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければなら

ない。

政令第 10条

法第32条第1項の規定により個人情報取扱事業者が開示等の請求等を受け付ける方

法として定めることができる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開示等の請求等の申出先

(2) 開示等の請求等に際して提出すべき書面（電磁的記録を含む。第 14条第 1項及

び第21条第3項において同じ。）の様式その他の開示等の請求等の方式

(3) 開示等の請求等をする者が本人文は次条に規定する代理人であることの確認の

方法

(4) 法第 33条第 1項の手数料の徴収方法

政令第 11条

法第 32条第3項の規定により開示等の請求等をすることができる代理人は、次に掲

げる代理人とする。

(1) 未成年者文は成年被後見入の法定代理人

(2) 開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人

個人情報取扱事業者は、開示等の詰求等（※1)において、これを受け付ける方法として

次の（1)から（4）までの事項を定めることができる（※2）。

なお、開示等の請求等を受け付ける方法を定めた場合には、本人の知り得る状態（本人

の求めに芯じて遅滞なく回答する場合を含む。）（※3）に置いておかなければならない

(3-5-1 （保有個人データに関する事項の公表等）参照）。

なお、個人情報取扱事業者が、開示等の請求等を受け付ける方法を合理的な範囲で定め

たときは、本人は、当該方法に従って開示等の請求等を行わなければならず、当該方法に

従わなかった場合は、値人情報取扱事業者は当該開示等の請求等を拒否することができる

（※4）。

また、個人情報取扱事業者は、円滑に開示等の手続が行えるよう、本人に対し、開示等

の請求等の対象となる当該本人が識別される保有個人データの特定に必要な事項（住所、

ID、パスワード、会員番号等）の提示を求めることができる。なお、その際には、本人が

容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人データの特定に資

する情報を提供するなど、本人の利優性を考慮しなければならない。

(1)開示等の請求等の申出先

（例）担当窓口名・係名、郵送先住所、受付電話番号、受付 FAX番号、メールアドレ

ス等

(2）開示等の語求等に際して提出すべき書面（電磁的記録を含む。）の様式、その他の開

示等の請求等の受付方法

（例）郵送、 FAX、電子メールで受け付ける等
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2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案し

て合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならな

い。

個人情報取扱事業者は、保有個人データの利用目的の通知（法第27条第2項）を求めら

れ、文は保有個人データの掲示の請求（法第28条第 1項）を受けたときは、当該措置の実

施に関し、手数料の額を定め、これを徴収することができる。

なお、当該手数料の額を定めた場合には、本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅

滞なく回答する場合を含む。）（※）に置いておかなければならない（法第 27条第 1項第 3
号）。

また、手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内にお

いて、その手数料の額を定めなければならない。

（※）「本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）」

については、 3-5-1 （保有個人データに関する事項の公表等）を参照のこと。

3-5-8裁判上の訴えの事前請求（法第34条関係）

遺筆笠金
本人は、第28条第 1項、第29条第 1項文は第 30条第 1項若しくは第3項の規定に

よる請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、

あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から 2週間を経過した後でなけ

れば、その訴えを提起することができない。ただし、当該訴えの被告となるべき者が

その請求を拒んだときは、この限りでない。

2 前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

3 前ニ項の規定は、第28条第1填、第 29条第1項又は第30条第 1項若しくは第3項

の規定による請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。

自己が識別される保有個人データの開示（※1)、訂正等（※2）文は利用停止等（※3)

若しくは第三者提供の停止（※4）の個人情報取扱事業者に対する請求について裁判上の訴

えを提起しようとするときは、あらかじめ裁判外において当該請求を個人情報取扱事業者

に対して行い、かつ、当該請求が当該個人情報取扱事業者に到達した日から 2週間を経過

した後でなければ、当該訴えを提起することができない（※5)（※6）。

ただし、個人情報取扱事業者が当該裁判外の請求を拒んだとき（※7)は、 2週間を経過

する前に、当該請求に係る裁判上の訴えを提起することができる。

（※1)保有個人データの開示については、 3-5-2（保有個人データの開示）を参照の

こと。

（※2）保有個人データの訂正等とは、保有個人データの訂正、追加文は削除のこと

をいう（3-5-3（保有個人データの訂正等）参照）。

（※3）保有個人データの利用停止等とは、保有個人データの利用の停止又は消去の

ことをいう（3-5-4（保有値人データの利用停止等）参照）。
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' 3-7 匿名加工構報取扱事業者等の義務（法第36条～第39条関係）

匿名加工情報取扱事業者等の義務については、別途定める「個人情報の保護に関する法

律についてのガイドライン（置名加工情報編）」を参照のこと。

（参考）

【匿名加工情報の作成等（法第36条第1項関係）】

法第36条（第 1項）

1 個人情報取扱事業者は、置名加工情報（麗名加工情報データベース等を構成するも

のに限る。以下閉じ。）を作成するときは、特定の恒人を識別すること及びその作成に

用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情

報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。

規則第 19条

法第 36条第 1項の個人情報保護委員会規則で定める碁準は、次のとおりとする。
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個人情報に含まれる特定の恒人を識別することができる記述等の全部文は一部

を削除すること（当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有

しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。）。

個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること（当該個人識別符号を

復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えること

を含む。）。

個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号（現に

個人情報取扱事業者において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。）を削除

すること（当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該個

人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符

号に置き換えることを含む。）。

特異な記述等を削除すること（当該特異な記述等を復元することのできる規則

性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。）。

前各号に掲げる措置のほか、個人情報に含まれる記述等と当該個人情報を含む

個人情報データベース等を構成する他の個人情報に含まれる記述等との差異その

他の当該個人情報データベース等の性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措

置を講ずること。

【匿名加工情報の安全管理措置等（法第 36条第 2項、同条第 3項、同条第 6項、第 39

条関係）】

法第 36条（第2項・第3項・第6項）

2 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた値人情

報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に

関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして恒人情報保護委員会規則で定

める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。

3 個人情報取扱事業者は、重名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則
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を除く。以下この節において同じ。）を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会

規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれ

る個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三

者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

規則第22条

1. 法第36条第4項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法に

より行うものとする。

2 法第 36条第4項の規定による明示は、電子メールを送信する方法又は書面を交付す

る方法その他の適切な方法により行うものとする。

規則第23条

1 前条第 1項の規定は、法第 37条の規定による公表について準用する。

2 前条第2項の規定は、法第37条の規定による明示について準用する。

【識別行為の禁止（法第36条第5項、第 38条関係）】

法第 36条（第5項）

5 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱う

に当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別する

ために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

法第 38条

匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工

情報の作成に用いられた値人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削

除された記述等若しくは個人識別特号若しくは第36条第 1項、行政機関の保有する個

人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 58号）第 44条の 10第1項（同条第2

項において準用する場合を含む。）若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護

に関する法律第44条の 10第1項（開条第2項において準用する場合を含む。）の規定

により行われた加工の方法に関する情報を取得し、文は当該匿名加工情報を他の情報

と照合してはならない。
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する場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

法第 42条に規定される個人情報保護委員会の「勧告（第 1項）」「命令（第 2項）」及び

「緊急命令（第3項）Jについては、個人情報取扱事業者等が本ガイドラインに沿って必要

な措置等を講じたか否かにつき判断して行うものとする。

すなわち、本ガイドラインの中で、「しなければならないJ及び「してはならない」と記

述している事項については、これらに従わなかった場合、個人情報取扱事業者においては

第16条から第 18条まで、第20条から第22条まで、第23条（第4項を除く。）、第24条、

第25条、第 26条（第2項を除く。）、第27条、第28条（第 1項を除く。）、第29条第2項

若しくは第3項、第30条第 2項、第4項若しくは第5項又は第 33条第 2項若しくは第 36

条（第6項を除く。）の規定違反、匿名加工情報取扱事業者においては第 37条又は第38条

の規定違反と判断される可能性がある。

違反と判断された場合において、実際に個人情報保護委員会が「勧告Jを行うこととな

るのは、個人の権利利益を保護するため必要があると個人情報保護委員会が認めたときと

なる。

一方、本ガイドライン中、「努めなければならない」、「望ましいj等と記述している事項

については、これに従わなかったことをもって直ちに法違反と判断されることはないが、

法の基本理念（法第 3条）を踏まえ、事業者の特性や規模に応じ可能な限り対応すること

が望まれるものである。

「命令jは、単に「勧告Jに従わないことをもって発せられることはなく、正当な理由

なくその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫

していると個人情報保護委員会が認めたときに発せられる。

なお、「勧告」に従わなかったか否かを明確にするため、個人情報保護委員会は、「勧告j

に係る措置を講ずべき期間を設定して「勧告」を行うこととする。

「緊急命令」は、個人情報取扱事業者等が上記各規定に違反した場合において、個人の

重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると個人情報保護委員

会が認めたときに、「勧告Jを前置せずに行う。

また、「命令」及び「緊急命令Jに従わなかったか否かを明確にするため、個人情報保護

委員会は、「命令」及び「緊急命令Jに係る措置を講ずべき期間を設定して「命令」及び「緊

急命令jを行い、当該期間中に措置が講じられない場合は、「罰則（法第84条、第87条）」

が適用される。

6 域外適用及び適用除外（法第 75条、第 76条関係）

6-1 域外適用（法第 75条関係）

主室主主主
第 15条、第 16条、第 18条（第2項を除く。）、第 19条から第 25条まで、第 27条

から第 36条まで、第 41条、第 42条第 1項、第 43条及び次条の規定は、圏内にある

者に対する物品又は役務の提供に調連してその者を本人とする個人情報を取得した値

人情報取扱事業者が、外国において当該個人情報文は当該個人情報を用いて作成した

匿名加工情報を取り扱う場合についても、適用する。
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る場合は、法第 75条の適用対象となると解される。

（※2）法第 75条により法の適用を受ける外国事業者が、上記（1)から（9）までに

掲げる規定に違反した場合には、個人情報保護委員会が法第41条又は第42条第

1項に基づき指導・助言又は勧告を行うことができる。

6-2 適用除外（法第 76条関係）

室室主主
個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等を取

り扱う目的の全部文は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、第 4章

の規定は、適用しない。

(1) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（報道を業として行う個人を含む。）

報道の用に供する目的

(2) 著述を業として行う者著述の用に供する目的

(3) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体文はそれらに属する者

学術研究の用に供する目的

(4) 宗教団体 宗教活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する巨的

(5) 政治団体 政治活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的

2 前項第 1号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事

実として知らせること（これに基づいて意見文は見解を述べることを含む。）をいう。

3 第 1項各号に掲げる個人情報取扱事業者等は、個人ヂータ又は匿名加工情報の安全

管理のために必要かつ適切な措置、個人情報等の取扱いに関する苦情の処理その他の

個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措量

の内容を公表するよう努めなければならない。

報道機関（※1)が報道の用に供する目的で個人情報等を取り扱う場合、小説家等が著述

（※2）の用に供する目的で個人情報等を取り扱う場合、学術研究機関等が学術研究の用に

供する目的で個人情報等を取り扱う場合（※3）、宗教団体が宗教活動の用に供する目的で

個人情報等を取り扱う場合（※4）及び政治匝体が政治活動の用に供する呂的で個人情報等

を取り扱う場合（※5）は、憲法が保障する基本的人権への艶慮から、法第4章に定める個

人情報取扱事業者等の義務等に係る規定は適用されない（※6）。

ただし、上記に定める各主体は、安全管理措置、苦情処理等、個人情報等の適正な取扱

いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めな

ければならない。

（※1)「報道」とは、新聞、ラジオ、テレビ等を通じて社会の出来事などを広く知ら

せることをいい、「報道機関j とは、報道を目的とする施設、組織体をいう。な

お、「報道機関」の概念には、報道を業とするフリージャーナリストのような個

人も含まれる。

（※2）「著述」とは、文芸作品の創作、文芸批評、評論等がこれに該当し、学術書、

実用書等人間の知的活動の成果といえるものを書き表すことも、これに該当する。

一方、名簿等のようにデータの羅列にすぎないものは「著述」に該当しない。
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個人情報保護法ガイドライン（通則編）

7 ガイドラインの見直し

個人情報の保護についての考え方は、社会情勢の変化、国民の認識の変化、技術の進歩、

罰際的動向等に応じて変わり得るものであり、本ガイドラインは、法の施行後の状況等諸

環境の変化を踏まえて、必要に応じ見直しを行うものとする。
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個人情報保護法ガイドライン（通則編）

8-1 基本方針の策定

個人情報取扱事業者は、個人データの適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、基本方針を策定することが重要である。

具体的に定める項目の例としては、『事業者の名称」、 F関係法令・ガイドライン等の遵守J、「安全管理措置に関する事項」、 F質問及び苦情

処理の窓口」等が考えられる。

8-2 個人データの取扱いに係る規律の整備

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい等の防止その他の個人データの安全管理のために、個人データの具体的な取扱い

に係る規律を整備しなければならない。

講じなければ

ならない措置

0個人データの取扱い

に係る規律の整備

手法の例示

取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方

法、責任者，担当者及びその任務等について定める個人データの

取扱規程を策定することが考えられる。なお、具体的に定める事

項については、以降に記述する組織的安全管理措置、人的安全管

理措置及び物理的安全管理措置の内容並びに情報システム（パソ

コン等の機器を含む。）を使用して個人データを取り扱う場合（イ

ンターネット等を通じて外部と送受信等する場合を含む。）は技

術的安全菅理措置の内容を織り込むことが重要である。

8-3 組織的安全管理措置

中小甥模事業者における手法の例示

e 鑓入デ~?t·.の取得、日朝用、保存等を行う場
舎の基本的な；取扱方法を整備する。

個人情報取扱事業者は、組織的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1)組織体制の整備
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個人情報保護法ガイドライン（通則編）

講じなければ

ならない措置

(1)組織体制の整備

手法の例示

（組織体制として整備する項目の例）

－個人データの取扱いに関する責任者の設置及び責任の明確化

．個人データを取り扱う従業者及びその役割の明確化

・上記の従業者が取り扱う個人データの範囲の明確化

司法や個人情報取扱事業者において整備されている個人データ

の取扱いに係る規律に違反している事実又は兆候を把握し

た場合の責任者への報告連絡体制

・個人データの漏えい等の事業の発生文は兆候を把握した場合

の責任者への報告連絡体制

－個人データを複数の部署で取り扱う場合の各部署の役割分担

及び責任の明確化

75 

中小規模事業者における手法の例示

’個入データを取主j扱う従業者が複数いる場

合、責任ある立場の賓とその他の者を区分

するむ

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



個人情報保護法ガイドライン（通則編）

講じなければ

ならない措置

(4）漏えい等の事案に

対応する体制の整

備

(5）取扱状況の把握及

び安全管理措置の

見直し

手法の例示

漏えい等の事案の発生時に例えば次のような対応を行うため

の、体制を整備することが考えられる。

－事実関係の調査及び原因の究明

－影響を受ける可能性のある本人への連絡

．個人情報保護委員会等への報告

・再発防止策の検討及び決定

国事実関係及び再発防止策等の公表 等

・個人データの取扱状況について、定期的に自ら行う点検又は他

部署等による監査を実施する。

・外部の主体による鷺査活動と合わせて、監査を実施する。

77 

中小規模事業者における手法の例示

－漏えい等の事案の発生時に備え、従業者か

己責任ある立場の者に対する報告連結体制

等をあらかむめ確認する。

気嚢任ある立場の者が、題人データの取扱状

況について、定期的に点検を行う。
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個人情報保護法ガイドライン（通則編）

8-5 物理的安全管理措置

個人情報取扱事業者は、物理的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1)個人データを取り扱う区域の管理

個人情報データベース等を取り扱うサーバやメインコンビュータ等の重要な情報システムを管理する区域（以下 r管理区域Jという。）

及びその他の個人データを取り扱う事務を実施する区域（以下「取扱区域Jという。）について、それぞれ適切な管理を行わなければなら

ない。

(2）機器及び電子媒体等の盗難等の紡止

個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難文は紛失等を防止するために、適切な管理を行わなければならない。

(3）電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止

個人データが記録された電子媒体文は書類等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう、安全な方策を講じなければならない。

なお、「持ち運ぶ」とは、個人データを管理区域文は取扱区域から外へ移動させること文は当該区域の外から当該区域へ移動させること

をいい、事業所内の移動等であっても、個人データの紛失‘盗難等に留意する必要がある。

(4）個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄

個人データを削除し文は個人データが記録された機器、電子媒体等を廃棄する場合は、復元不可能な手段で行わなければならない。

また、個人データを削除した場合、文は、個人データが記録された機器、電子媒体等を鹿棄した場合には、削除文は廃棄した記録を保存

することや、それらの作業を委託する場合には、委託先が確実に削除文は廃棄したことについて証明書等により確認することも重要である。
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個人情報保護法ガイドライン（通則編）

講じなければ

ならない措置

(4）個人データの削除

及び機器、電子媒

体等の廃棄

手法の例示

（個人データが記載された書類等を廃棄する方法の例）

－焼却、溶解、適切なシュレッダー処理等の復元不可能な手段

を採用する。

（個人データを削除し、文は、個人データが記録された機器、電

子媒体等を廃棄する方法の例）

－情報システム（パソコン等の機器を含む。）において、個人

データを削除する場合、容易に復元できない手段を採用す

る。

寓恒人データが記録された機器、電子媒体等を廃棄する場合、

専用のデータ削除ソフトウェアの利用文は物理的な破壊等

の手段を採用する。

81 

・個人データを蹴除し、又i立、個人データが

記録された機器L電子媒体等を廃棄したこ
とを、責任ある立場の者が確認する。
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個人情報保護法ガイドライン（通則編）

講じなければ

ならない措置

(1)アクセス制御

(2）アクセス者の識別

と認証

手法の例示

・個人情報データベース等を取り扱うことのできる情報システム

を限定する。

寓情報システムによってアクセスすることのできる個人情報ヂー

タベース等を盟定する。

薦ユーザーIDに付与するアクセス権により、個人情報データベ

ース等を取り扱う情報システムを使用できる従業者を限定す

る。

（靖報システムを使用する従業者の識別・認証手法の例）

・ユーザーID、パスワード、磁気・ ICカード等

83 

中小規模事業者iこおける手法の例示

－個人データを取り扱うことのできる機器及

び当該機器を取り扱う従業者を明確化し、

，恒人ヂ？タへの不要なアクセスを防止す

・機器i二標準装儲されているユーザー制御機
能（ユーザーアカウ〆ント制榔）ーにより、題

v入構報データペース等を取り扱う情報シス
テムを使用する従業者を識別・認証する。
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雇用管理分野における個人情報のうち健康構報を取り扱うに当たっての留意事項

第 1 趣旨

この留意事項は、雇用管理分野における労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以

下「安衛法j という）等に基づき実施した健康診断の結果等の健康情報の取扱いについ

て、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）（平成 28年 11月

個人情報保護委員会。以下「ガイドラインj という。）Jに定める措置の実施にあたって、

「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項についてJ

（平成 16年 10月 29日付け基発第 1029009号。以下「！日留意事項通達j としづ。）にお

ける規律水準と比較して変更はなく、事業者においてこれまでと同様に適切に取り扱わ

れるよう、引き続き留意すべき事項を定めるものである。

第2 健康情報の定義

個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号。以下「法」としづ。）第2条第

1項及びガイドライン 2-1に定める個人情報のうち、この留意事項において取り扱う労

働者の健康に関する個人情報（以下「健康情報Jとし寸。）は、健康診断の結果、病歴、

その他の健康に関するものをいい、健康情報に該当するもりの例として、次に掲げるも

のが挙げられる。なお、この健康情報については、法第2条第3項及びガイドライン 2-3

に定める「要配慮個人情報J（注）に該当するが、健康情報の取扱いについては、 i日留意

事項通達における規律水準と比較して変更はない。

( 1）産業医、保健師、衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業務に従事する

者（以下「産業保健業務従事者Jという。）が労働者の健康管理等を通じて得た情報

( 2）安衛法第 65条の 2第 1項の規定に基づき、、事業者が作業環境測定の結果の評価に

基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診

断の結果

( 3 ）安衛法第66条第1項から第4項までの規定に基づき事業者が実施した健康診断の

結果並びに安衛法第 66条第5項及び第 66条の 2の規定に基づき労働者から提出さ

れた健康診断の結果

(4）安衛法第 66条の4の規定に基づき事業者が医師又は歯科医師から聴取した意見及

び第 66条の 5第1項の規定に基づき事業者が講じた健康診断実施後の措置の内容

( 5 ）安衛法第 66条の 7の規定に基づき事業者が実施した保健指導の内容

( 6 ）安衛法第 66条の8第 1項の規定に基づき事業者が実施した面接指導の結果及び同

条第2項の規定に基づき労働者から提出された面接指導の結果

( 7 ）安衛法第 66条の 8第4項の規定に基づき事業者が医師から聴取した意見及び同条

第5項の規定に基づき事業者が講じた面接指導実施後の措置の内容

( 8）安衛法第 66条の 9の規定に基づき事業者が実施した面接指導又は面接指導に準ず

る措置の結果
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らない。

2 法第 17条に規定する適正な取得及び法第 18条に規定する取得に際しての利用目的

の通知等に関する事項（ガイドライン 3-2関係）一

( 1）事業者は、法令に基づく場合等を除き、労働者の健康情報を取得する場合は、あ

らかじめ本人の同意を得なければならない。

( 2）また、事業者は、自傷他害のおそれがあるなど、労働者の生命、身体又は財産の

保護のために必要がある場合等を除き、本人に利用目的を明示しなければならない。

( 3）安衛法第 66条の 10第2項において、ストレスチェックを実施した医師、保健師

その他の厚生労働省令で定める者（以下「実施者j としづ。）は、労働者の同意を得

ないでストレスチェック結果を事業者に提供してはならないこととされており、事

業者は、実施者又はその他のストレスチェックの実施の事務に従事した者（以下「実

施事務従事者Jという。）に提供を強要する又は労働者に同意を強要する等の不正の

手段により、労働者のストレスチェックの結果を取得してはならない。

3 法第 20条に規定する安全管理措置及び法第 21条に規定する従業者の監督に関する

事項（ガイドライン 3-3-2及び3-3-3関係）

( 1）事業者は、健康情報のうち診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の加工前の情

報や詳細な医学的情報の取扱いについては、その利用に当たって医学的知識に基づ

く加工・判断等を要することがあることから、産業保健業務従事者に行わせること

が望ましい。

( 2）事業者は、産業保健業務従事者から産業保健業務従事者以外の者に健康情報を提

供させる時は、当該情報が労働者の健康確保に必要な範囲内で利用されるよう、必

要に応じて、産業保健業務従事者に健康情報を適切に加工させる等の措置を講ずる

こと。

( 3）個人のストレスチェック結果を取り扱う実施者及び実施事務従事者については、

あらかじめ衛生委員会等による調査審議を踏まえて事業者が指名し、全ての労働者

に周知すること。

(4）ストレスチェック結果は、詳細な医学的情報を含むものではないため、事業者は、

その情報を産業保健業務従事者以外の者にも取り扱わせることができるが、事業者

への提供について労働者の同意を得ていない場合には、ストレスチェックを受ける

労働者について解雇、昇進又は異動（以下「人事Jという d）に関して直接の権限を

持つ監督的地位にある者に取り扱わせてはならない。また、事業者は、ストレスチ

ェック結果を労働者の人事を担当する者（人事に関して直接の権限を持つ監督的地

位にある者を除く。）に取り扱わせる時は、労働者の健康確保に必要な範囲を超えて

人事に利用されることのないようにするため、次に掲げる事項を当該者に周知する

一一

：：；当該者には安合法第叫の規定に基づき秘密の保持義務が課山こと。

( b）ストレスチェック結果の取り扱いは、医師等のストレスチェックの実施者の

指示により行うものであり、所属部署の上司等の指示を受けて、その結果を漏
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＼）、

の制限は受けない。

( 3）事業者は、ストレスチェックの実施に当たって、外部機関にストレスチェックの

実施を委託する場合には、ストレスチェックの実施に必要な労働者の個人情報を外

部機関に提供する必要がある。この場合において、当該提供行為は、 5 (2）に規

定する健康診断等の場合と同様に、安衛法に基づく事業者の義務を遂行する行為で

あり、法第 2~ 条第 1 項第 1 号の「法令に基づく場合j に該当することから、本人の

同意を得なくても第三者提供の制限は受けない。

また、安衛法第 66条の 10第2項において、あらかじめストレスチェックを受け

た労働者の同意を得ないで、その結果を事業者に提供してはならないこととされて

いる。このため、外部機関が、あらかじめ本人の同意を得ないで、委託元である事

業者に対してストレスチェック結果を提供することはできない。

さらに、安衛法第 66条の 10第3項において、ストレスチェックの結果の通知を

受けた労働者で、あって、厚生労働省令で定める要件に該当するものが申し出たときは、

事業者は、面接指導の実施が義務付けられている。事業者がこの義務を遂行するため

には、当該労働者が厚生労働省令で定める要件に該当するかどうかを確認するために、

労働者にストレスチェックの提出を求めるほか、ストレスチヱツクを実施した外部機

関に対してストレスチェック結果の提供を求めることも考えられるが、労働者の申出

は、事業者へのストレスチェック結果の提供に同意したとみなすことができることか

ら、事業者の求めに応じて外部機関が事業者にストレスチェック結果を提供するに当

たって、改めて本人の同意を得る必要はない。

なお、事業者が、安衛法第 66条の 8第1項又は第 66条の 10第3項の規定に基づ

く面接指導を委託するために必要な労働者の個人情報を外部機関に提供し、また、外

部機関が委託元である事業者に対して労働者の面接指導の結果を提供することは、 5

( 2）に規定する健康診断等の場合と同様に、安衛法に基づく事業者の義務を遂行す

．る行為であり、法第 23条第1項第1号の「法令に基づく場合Jに該当し、本人の同

意を得なくても第三者提供の制限は受けない。この場合において、本人の同意を得な

くても第三者提供の制限を受けない健康情報には、面接指導の実施に必要な情報とし

て事業者から当該外部機関に提供するストレスチェック結果も含まれる。

(4）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和

60年法律第 88号）（以下「労働者派遣法j という。）第45条第 10項及び第 14項に

おいて、派遣先事業者が安衛法第 66条第2項から第4項までの規定に基づく健康診

断及びこれらの健康診断の結果に基づき安衛法第 66条の4の規定に基づく医師か

らの意見聴取を行ったときは、健康診断の結果を記載した書面を作成し、当該派遣

元事業者に送付するとともに、当該医師の意見を当該派遣元事業者に通知しなけれ

ばならないこととされている。このことから、派遣先事業者が、派遣元事業者にこ

れらの健康診断の結果及び医師の意見を記載した書面を提供することは、労働者派

遣法の規定に基づく行為で、あり、法第 23条第1項第 1号の「法令に基づく場合Jに

該当し、本人の同意を得なくても第三者提供の制限は受けない。

( 5 ）事業者が、健康保険組合等に対して労働者の健康情報の提供を求める場合、健康

保険組合等は当該事業者に当該労働者の健康情報を提供することを目的として取得
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とから、健康情報についても外部とやり取りをする機会が多いことや、事業場内に

おいても健康情報を産業保健業務従事者以外の者に取り扱わせる場合があること等

に鑑み、あらかじめ、ガイドライン 3-5に掲げるもののほか、以下に掲げる事項に

ついて事業場内の規程等として定め、これを労働者に周知するとともに、関係者に

当該規程に従って取り扱わせることが望ましい。

( a ）健康情報の利用目的及び利用方法に関すること

(b）健康情報に係る安全管理体制に関すること

( c）健康情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報の範囲に関する

こと

( d）健康情報の開示、訂正、追加又は削除の方法（廃棄に関するものを含む。）に

関すること

( e ）健康情報の取扱いに関する苦情の処理に関すること

( 2）事業者は、（ 1）の規程等を定めるときは、衛生委員会等において審議を行った上

で、労働組合等に通知し、必要に応じて協議を行うことが望ましい。

( 3) HI V感染症やB型肝炎等の職場において感染したり、蔓延したりする可能性が

低い感染症に関する情報や、色覚検査等の遺伝性疾病に関する情報については、職

業上の特別な必要性がある場合を除き、事業者は、労働者等から取得すべきでない。

ただし、労働者の求めに応じて、これらの疾病等の治療等のため就業上の配慮、を行

う必要がある場合については、当該就業上の配慮に必要な情報に限って、事業者が

労働者から取得することは考えられる。

(4）労働者の健康情報ば、医療機関において「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンスJに基づき取り扱われ、また、健康保険組合

において「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスJ

に基づき取り扱われることから、事業者は、特に安全管理措置等について、両ガイ

ダンスの内容についても留意することが期待されている。

7 

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/


	2-1
	2-2



